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監査報告書 

 

 

独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第 19 条第 4 項及び第 38 条第 2 項の

規定に基づき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（以下「機構」という。）

の令和 6 事業年度（令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日）の業務、事業報告書、財

務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類（案）、損失の処理に関す

る書類（案）、行政コスト計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び

これらの附属明細書）及び決算報告書について監査を実施し、その方法及び結果を取

りまとめたので、以下のとおり報告する。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ．監査方法とその内容 

  各監事は、監事監査規程等に基づき、理事長、副理事長、理事、内部監査部門、業

績評価部門その他職員（以下「役職員等」という。）と意思疎通を図り、情報の収集

及び監査の環境の整備に努めるとともに、役員会その他重要な会議に出席し、必要

に応じて意見陳述を行い、役職員等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、主たる事務所及び従たる事務所において業務、財産の状

況及び主務大臣に提出する書類等の重要な決裁書類等を調査した。 

  また、役員（監事を除く。）の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令に適合す

ることを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制（財務

報告プロセスを含む。以下「内部統制システム」という。）について、役職員等から

その整備及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。 

  さらに、令和 6 年度に係る財務諸表及び決算報告書（以下「財務諸表等」という。）

並びに事業報告書（会計に関する部分）について検証するに当たっては、会計監査人

が独立の立場を保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監視及び検討すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めた。また、会計監査人から会社計算規則第 131 条で定める「会計監査人の

職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知を受け、必要に応じて説明を求めた。 

  以上の方法に基づき、機構の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諸表

等の監査を行った。 

 

Ⅱ．監査の結果 

１ 機構の業務が、法令等に従い適正に実施されているかどうか及び中期目標の着
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実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 

 機構の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中期目標の着実な達成に

向け効果的かつ効率的に実施されているものと認める。 

 

・急速に変化する国際情勢、不確実性が高く激動の内外エネルギー情勢、世界的な

脱炭素の潮流の中、新たなエネルギー基本計画の下、資源エネルギーの安定供給

やカーボンニュートラルへの対応等に関する機構の果たすべき役割は増加し、政

策実施ニーズが急激に増加している。この様な状況下、機構では、組織や事業推進

体制等の抜本的な改革、人事制度等の改革、経済産業省との連携の強化など、多く

の機能強化に向けた取組が実行されている。 

 

２ 機構の内部統制システムの整備及び運用についての意見 

内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認める。また、

内部統制システムに関する法人の長の職務の執行について、指摘すべき重大な事

項は認められない。なお、契約事務不備事案や情報インシデントが確認されてお

り、原因究明を踏まえた再発防止策の確実な実行が必要である。 

 

・コンプライアンスの状況や業務上のリスクを把握し適切な対策を講じることが引

き続き重要であり、新規事業に関しリスクの評価と対策の検討・実施、リスク専門

委員会における特定リスクのリスク管理の活発化等が認められた。各部署の固有

リスクには機構共通的な事項もあることから、リスク管理委員会や経営会議等の

会議体を活用し、役職員の間での重要な事例や課題の共有、予防や事象発生時の

対応等の協議を行い、管理負担への考慮もしつつ、リスク対応を効果的かつ継続

的に向上させていく必要があると思われる。 

 

・適正な契約業務の実行は重要であるが、契約事務不備の事案が確認されており、

必要事務により業務が実施される様、発生原因を踏まえた再発防止策の確実な実

行が期待される。情報セキュリティリスクへの対応は引き続き重要である。機構

では情報セキュリティ対策の維持・強化を実施しているものの、情報インシデン

トは発生している。個々の情報インシデント事案への対応については、情報セキ

ュリティ委員会等の管理体制を用い、内部統制上の課題も含めた確実な調査の実

施、結果を踏まえた再発防止策の検討と実施を着実に実行することが必要である。 

 

・理事長のリーダーシップの下、前例に捉われない新たな視点で、全職員が視聴可

能な経営会議における経営レベルの情報等の提供、国内外留学等の専門分野拡大

や国際機関出向等の人材育成・キャリア形成支援、IT ヘルプデスクの設置や職員

アンケートを踏まえたオフィス改革等の職場環境改善、職員処遇の改善など多く
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の取組が継続的に検討、実施されている。これらの取組により、職員の専門性の向

上、機構業務運営における効率化と質の向上が図られていると認識する。 

 

・新規事業の拡充等に伴い専門的知見の増強を図るため、中途採用、出向等の職員

が増加している。コンプライアンス等に関する事項や、機構の契約関連業務は民

間企業等の基準とは相違があることを考慮し、中途入構職員等が留意すべき事項

の理解、浸透を図るための研修等を、効果的な手段により継続的に実施していく

ことが重要である。あわせて、職員の個別業務の遂行に際し、不明点の確認、有益

な情報の共有など、部署内でのサポートの検討と実行が期待される。 

 

３ 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実

があったときは、その事実 

役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認め

られない。 

 

４ 財務諸表等についての意見 

財務諸表等は、機構の会計規程、我が国において一般に公正妥当と認められる

独立行政法人の会計基準に準拠して、財政状態、運営状況及びキャッシュ・フロー

の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認められ、また、会

計監査人（EY 新日本有限責任監査法人）の監査の方法及び結果は、相当であると

認める。 

 

５ 事業報告書についての意見 

事業報告書は、法令等に従い、機構の状況を正しく示しているものと認める。 

 

Ⅲ．独立行政法人改革等に関する基本的な方針等過去の閣議決定において定められた

監査事項についての意見 

１ 保有資産の見直しについては、保有の必要性について不断の見直しを行ってい

る。 

 

２ 役員の報酬水準の妥当性等や職員の給与水準については、業績及び勤務成績等

が適切に反映されている。 

また、機構ホームページに「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の役職

員の報酬・給与等について」を掲載し、理事長、副理事長、理事及び監事の報酬額

や職員給与に関する基本情報を公表している。 

 

３ 随意契約の見直しについては、平成 27 年度より開始した年度毎に策定する「調
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達等合理化計画」に基づく取組を、令和 6 年度においても継続し、契約監視委員会

による定期的な契約点検の実施、入札等実施予定案件の情報発信の強化等を着実

に実施している。 

 

 

令和 7 年 6 月 24 日 

 

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 

 

監事  望 月 尊 弘    

 

監事  越 川 志 穂     

 

 

 


